
     

【議題１】地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメント及び指定介護予防支援の 
業務の一部を委託できる指定居宅介護支援事業所について   【承認事項】 

 
承認には、地域包括支援センターが公正中立の立場で委託を実施しているかの判断が  

必要である。なお、平成１７年度地域包括支援センター運営協議会において、「年数回の   
運営協議会での事前承認は難しいため、過度に委託先が偏っていないか判断の上、豊田市
が随時決定し、運営協議会の事後承認を受ける」とされている。 
 
１ 新規に委託契約を締結した事業所（令和７年６月〜令和８年１月） 
  該当なし 
 
２ 委託の偏りについて （P２〜３参照） 

事後承認内容︓地域包括支援センターが居宅介護支援事業所に委託している介護予防
ケアマネジメント及び指定介護予防支援について、委託件数の５０％
以上を占める居宅介護支援事業所への委託に正当な理由があると認め
られるため、公正中立の立場で委託を実施していることの承認 

 
計算方法︓（最大委託件数／全委託件数）％ 
最大委託件数︓委託先の中で最も件数が多い事業所の委託件数 
基準  ︓介護予防ケアマネジメント及び指定介護予防支援の委託先が、正当な 

理由なく特定の指定居宅介護支援事業所に偏っていない 
（５０％以上の場合は、正当な理由を記載） 

 
３ 参考（承認の根拠） 

豊田市地域包括支援センター運営協議会設置要綱 
（運営協議会の所掌事務） 
第３条 運営協議会は、次の各号に掲げる事項の承認に関する事項を所掌する。 
（１）センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること 

    ④ センターが介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）及び指定介
護予防支援の業務の一部を委託できる指定居宅介護支援事業所
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【議題２】令和８年度 豊田市地域包括支援センター事業運営方針（承認事項） 
 

 豊田市地域包括支援センター事業運営方針については、以下のとおり定める。 
 

地域包括支援センター（以下「地域型センター」という。）、基幹包括支援センター（以
下「基幹型センター」という。）の運営上の基本的な考え方や理念、業務推進の指針等を
明確にし、地域型センター及び基幹型センターの業務が円滑かつ効率的に実施できるよう
に運営方針を定める。 

地域型センター及び基幹型センターは、以下の方針に沿って、総合相談支援業務、権利
擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務、介護予防ケアマネジメントを始め
とする業務を行う。 

 
《重点方針》 

介護・福祉・保健・医療など様々な相談を受ける高齢者の相談窓口として、地域住民と
ともに地域ネットワークを構築しつつ、個別サービスのコーディネートを行う。 

○包括的及び継続的な支援を行うためのネットワーク構築機能の強化 
○個別支援に関する能力の強化（ケアマネジメント能力の向上、地域型センター運営受

託法人を含めた人材育成の実施及び知識・技術の補完による能力強化） 
○総合的な認知症施策のさらなる推進に向けた認知症地域支援推進員の活動強化 
 

《方針項目》 
１ 地域包括ケアシステムの構築方針 
２ 地域型センター及び基幹型センター基本方針 
３ 担当地区ごとのニーズに応じた事業運営方針 
４ 介護事業者・医療機関・民生委員・ボランティア等の関係者とのネットワーク（地

域社会との連携及び専門職との連携）構築方針 
５ 介護予防に係るケアマネジメント(第 1 号介護予防支援事業等)の基本方針 
６ 介護予防ケアマネジメント及び介護予防支援の委託に関する方針 
７ ケアマネジメント支援の実施方針 
８ 地域ケア会議の運営方針 
９ 認知症に関する取組方針 
10 市との連携方針 
11 地域型センターと基幹型センターとの連携方針 
12 公正・中立性確保のための方針 
13 運営協議会において提言された内容への対応 
14 苦情対応に関する方針 
15 相談者の個人情報及び情報セキュリティ等に関する方針 
16 職員の人材育成に関する方針 
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１ 地域包括ケアシステムの構築方針 
高齢者等が要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた地域において継続して生活

ができるよう、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援サービスの５つの高齢者ニー
ズに合わせて、切れ目のない支援に努める。 

 
２ 地域型センター及び基幹型センター基本方針 
（１）地域型センター及び基幹型センターは、地域の高齢者が住み慣れた地域で安心して

暮らすことができるよう、包括的及び継続的な支援を行う地域包括ケアを推進する。 
（２）基幹型センターは、地域型センターのニーズを把握し、地域型センターが円滑に事

業の実施ができるように適切な支援を実施する。なお、基幹型センターの主な機能と
しては、「後方支援」「企画・研修機能」「目標管理機能」「課題集約・提言機能」等を
有するものとする。 

（３）以下の視点をもって活動する。 
ア 市の方針である、豊田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画及び豊田市地域

福祉計画・地域福祉活動計画に基づき事業を遂行する。 
イ 「公的な機関」として、公正で中立性の高い事業運営を行う。 
ウ 担当地区の特性や住民特性等の実情に応じた対応を行う。 
エ 保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等の包括的支援事業等に従事する専門

職が、専門知識等を生かして相互に連携・協働しながらチームで活動する。 
オ 高齢者に包括的にサービス等が提供されるネットワークを構築する。 
カ 住民の相談に懇切丁寧に対応し、関係者等とのネットワークを活用し、支援す

る。 
キ 高齢者本人の選択を重視するとともに、本人や家族の思いを理解して支援を行

う。 
ク 介護予防・健康づくりに通じる社会参加を進める。 
ケ 住民や高齢者を含めた多様な担い手による支え合いの体制づくりを推進する。 
コ 豊田市在宅医療・福祉連携推進計画を踏まえた切れ目のない医療・介護の連携を

推進する。 
 
３ 担当地区ごとのニーズに応じた事業運営方針 
（１）地域型センターは、担当地区の介護・福祉サービスの提供体制を支える中核的な機

関として、地区の実態やニーズ、そこから把握される課題を踏まえた適切かつ柔軟な
事業運営を行う。 

（２）以下の視点をもって活動する。 
ア 関係機関等と協力し、担当地区の実態やニーズを常に把握できる体制を整備す

る。 
イ 認知症及びひとり暮らし高齢者・高齢者世帯の実態とニーズの把握に重点的に取

り組む。 
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ウ 把握した担当地区のニーズや課題等に沿った事業計画を策定し、事業に取り組
む。 

 
４ 介護事業者・医療機関・民生委員・ボランティア等の関係者とのネットワーク（地域

社会との連携及び専門職との連携）構築方針 
（１）地域型センター及び基幹型センターは、高齢者を取り巻く多種多様な課題に対応す

るため、あらゆる機会を通じて関係機関等との連携強化を意識し、高齢者を支援する
ためのネットワークの構築を行う。 

（２）以下の視点をもって活動する。 
ア ネットワーク構築のために、地域の住民や協力機関、関係機関と担当地区の実態

や課題等の情報共有を行う。 
イ 地域ケア会議の開催や多職種が集まる研修会への積極的な参加等により、ネット

ワークの構築を図る。 
ウ 関係機関等と連携・協力し、複合的な課題を抱えている世帯を支援する。 

 
５ 介護予防に係るケアマネジメント(第 1 号介護予防支援事業等)の基本方針 
（１）地域型センターは、高齢者の介護予防及び日常生活支援のため、その心身の状況や

置かれている環境等に応じて、高齢者の選択に基づき、状態等にあった適切なサービ
スが包括的かつ効果的に提供されるよう、専門的視点から必要な援助を行う。 

（２）以下の視点をもって活動する。 
ア 高齢者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよ

う、高齢者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、高齢者の選択に基づ
き、高齢者の自立に向けて設定された目標を達成するために、介護保険制度による
公的サービスのみならず、多様な社会資源を活用したケアマネジメントを行う。 

イ 援助にあたっては、介護予防手帳の活用などにより、高齢者本人の意欲を引き出
し、主体的な取り組みを促すことに留意し、セルフマネジメントの推進を図る。 

ウ 国・県・市等からの最新情報の把握及び各種研修への参加などにより、ケアマネ
ジメント能力の向上に努める。 

 
６ 介護予防ケアマネジメント及び介護予防支援の委託に関する方針 
  地域型センターは、介護予防ケアマネジメント及び介護予防支援の委託にあたり、高

齢者と委託先の指定居宅介護支援事業所の円滑な関係づくりを図ると共に、委託後も情
報共有、連携に留意し、高齢者の地域での暮らしに対する総合的な支援に努める。 

 
７ ケアマネジメント支援の実施方針 
（１）地域型センター及び基幹型センターは、介護支援専門員等のニーズや課題を把握し、

介護支援専門員等が包括的・継続的ケアマネジメントを実践できる環境を整備すると
ともに、介護支援専門員等の個別ケアマネジメントに対する支援を行う。 

（２）以下の視点をもって活動する。 
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ア 介護支援専門員等への関係機関や多職種に関する情報提供や、意見交換の場等を
活用した介護支援専門員等と関係機関・多職種との関係づくりなどを行い、連携体
制の構築を支援する。 

イ 介護支援専門員等の相互のネットワーク構築のため、定期的に情報交換会を開催
する。 

ウ 介護支援専門員等の実践力向上のために必要な研修や事例検討会、地域ケア個別
会議等を開催する。 

エ 介護支援専門員等が相談しやすい環境や体制を確保する。 
オ 介護支援専門員等の個別事例に対し、ニーズに沿って必要な支援を行う。 
カ 介護支援専門員等に対する支援・指導能力の向上に努める。 

 
８ 地域ケア会議の運営方針 
（１）地域ケア会議は、地域ケア個別会議と多職種で自立支援を考える会、地域ケア推進

会議から構成される。 
（２）以下の視点をもって活動する。 

ア 地域ケア個別会議と多職種で自立支援を考える会においては、医療・介護の専門
職と関係機関・地域支援者が連携して、ケアマネジメント支援や地域支援ネットワ
ークの構築につなげる。 

イ 多職種で自立支援を考える会においては、ケーススタディの積み重ね等により、
高齢者の自立支援に資するケアマネジメント力の向上に努める。 

ウ 地域型センターは、地域ケア個別会議と多職種で自立支援を考える会の個別ケー
スの課題分析等の積み重ねにより地域課題を把握し、課題解決に向けた取組を実施
する。 

エ 基幹型センターは、地域型センターが把握した地域課題等を集約し、地域ケア推
進会議における課題解決のための協議につなげる。 

 
９ 認知症に関する取組方針 
（１）地域型センター及び基幹型センターは、認知症（若年性認知症を含む）になって

も、本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるこ
とができるよう、認知症地域支援推進員・チームオレンジコーディネーターの役割を
包括的に有しながら、認知症に関する取組を行う。なお、事業の企画・調整において
は、認知症の人本人の視点や新しい認知症観を踏まえるとともに、本人支援と家族支
援の一体的支援を意識した取組に努める。 

（２）以下の視点をもって活動する。 
ア 認知症に関する啓発と相談支援を行う。 
イ 認知症初期集中支援チームや関係機関とのネットワークを構築する。 
ウ 認知症に関する事業の企画・調整を行う。 
エ 認知症高齢者等の見守り支援を行う。 
オ 認知症の人の家族に対する支援を行う。 
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カ 地域や企業と連携し、認知症の人の社会参加や、チームオレンジに関する支援を
行う 

   
10 市との連携方針 
（１）地域型センター及び基幹型センターは、あらゆる委託業務の運営において常に市と

連携し、「報告・連絡・相談」の徹底を図り、情報の共有を行う。 
（２）地域型センター及び基幹型センターは、行政機関の権限行使（措置、成年後見制度

市長申立て、高齢者虐待防止法による立入調査、警察への援助要請等）に協力・連携
する。 

（３）地域型センター及び基幹型センターは、業務実施に当たり必要な個人情報の共有の
方針や共有する情報の範囲について、市と協議・確認する。 

（４）市は、地域型センター及び基幹型センターの業務実施に必要な情報提供や支援を行
う。 

 
11 地域型センターと基幹型センターとの連携方針 
（１）地域型センターは、地域課題や目標等を基幹型センターと共有し、相互に連携する

ことで課題解決に向けた効果的な取組を行う。 
（２）基幹型センターは、２８か所の地域型センターを統括し、必要な支援を実施する。 
 
12 公正・中立性確保のための方針 
（１）地域型センター及び基幹型センターは、高齢者保健福祉行政の一翼を担う「公的な

機関」として、包括的支援事業のみならず、第１号介護予防支援事業・指定介護予防
支援においても、常に地域社会、その他関係機関からの信頼を損なうことがないよ
う、事業の実施に当たっては公正・中立の立場を確保しなければならない。 

（２）以下の視点をもって活動する。 
ア 公正・中立性に配慮して、介護サービス事業所や居宅介護支援事業所を紹介す

る。なお、経緯については記録に残すものとする。 
イ 介護予防ケアマネジメント及び介護予防支援の委託先が、正当な理由なく特定の

指定居宅介護支援事業所に偏らないようにする。 
 
13 運営協議会において提言された内容への対応 

市、地域型センター及び基幹型センターは、地域包括支援センター運営協議会におい
て提言を受けた場合は、その内容を真摯に受け止めて、適切な事業の実施に努める。 

 
14 苦情対応に関する方針 

地域型センター及び基幹型センターは、住民等からの苦情に対応するための適切な体
制を確保する。苦情を受け付けた場合は、その内容や対応について記録をするととも
に、関係者間で情報を共有し、再発防止に努める。 
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15 相談者の個人情報及び情報セキュリティ等に関する方針 
地域型センター及び基幹型センターは、個人情報の取扱い及び情報セキュリティを確

保するため、別に市が示す「豊田市個人情報の取扱い及び情報セキュリティに関する特
記」を遵守しなければならない。また、適切な相談スペースの確保やプライバシーに配
慮した対応に努める。 
 

16 職員の人材育成に関する方針 
（１）地域型センターの職員は、市及び基幹型センターが提供する研修計画に沿った研修

に積極的に参加し、知識や専門性の向上に努める。 
（２）ブロック協力事業を活用し、地域型センターの枠を超えて職員相互が学び合う風土

を醸成する。 
（３）地域型センターの運営受託法人は、組織全体で職員の人材育成に取り組む。 
 

10



１ 包括支援センター職員配置について                          
地域包括支援センターの職員配置は、市条例（国  

基準）で定めた基準に加配する形で、別途、地域包括
支援センター運営要綱に各センターで配置できる 
職員数を定めている。（※高齢者齢者人口は１０月１
日時点のものを使用している。） 

２ 現状と懸念事項 
（１）高齢者人口と包括支援センターの業務量 
  全２８地区のうち５地区で高齢者人口が減少傾向にある。 
  上記の地区においても、高齢者人口が一時的に増加するケースも見られる。 
  業務量として相談件数やケアプラン請求数は維持もしくは微増の傾向にあり、直ちに業務

量が減少に転じない。 

（２）包括支援センター運営の状況 
  委託業務を継続して受託している実情を踏まえると、短期間で職員数を増減させるのは、 

雇用調整上難しい。 
  特に減員する場合、雇用調整期間と減員後の業務実施に備えるための猶予が必要。 

３ 対応（案） 
（１）考え方 
  高齢者人口の減少に伴い職員の配置数が変更となる場合は、人口区分の状況を確認するため、

委託先の人員調整や減員の準備のために減員実施までに一定の期間を設ける。 
（２）具体的対応 

ア 豊田市地域包括支援センター運営要綱の一部改正による対応 
対応として、要綱第９条第２項に次の但し書きを追加する  

（２）前号の要件を満たしたうえで、委託業務を円滑に実施するために別表第２の  
とおり条例規定員数を超えて配置することができるものとする。ただし、当該年度に  
第１号被保険者数が従前より減少し配置職員数の区分に変更がある場合にあっては、
翌年度まで別表第２の従前区分に応じた配置職員数を置くことができるものとする。 

イ 実際の運用のイメージ 
 

 
 
 
 
 
 
 
４ 備考 
将来の人口構造の変化に合わせた人員配置の在り方については、今後、運営協議会にて協議を

実施する。 

  

Ｒ7.10 

第１号被保険者数

員数 

Ｒ9.4 

４人 ５人 

Ｒ8.4 Ｒ8.10 

：人口確認 一定期間を設けることで雇用調整等を行うと共に、基準値 
以下の状況が一過性でないことが確認できる。 

２，９９９人

第１号被保険者数(高齢者人口)※ 職員数 
1,500 人未満 3 人 
1,500 人以上 3,000 人未満 4 人 
3,000 人以上 6,000 人未満 5 人 
6,000 人以上 8,500 人未満 6 人 
8,500 人以上 7 人 

 

５人を維持 

【議題３】高齢者人口減少地区における職員配置の運用について 

２，９80 人
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＜参考資料＞ 
【参考１】人口動態 

（１）減少傾向にある地区の状況について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  （）は後期高齢者人口       
（２）職員の減員を伴う地区の人口動態 

足助地区における人口動態と内訳について 
 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度※ 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

65 歳以上 3,020 3,020 2,984 2,956 2,926 2,896 2,847 

75 歳以上 1,657 1,704 1,730 1,758 1,786 1,813 1,807 

※令和８年度以降は第９期計画の人口予測を基に推計      

【参考 2】減員対象地区の状況（業務量の検証） 
令和６年度における相談件数等の比較 

◆相談人数（人） 
地区名 足助地区 豊田市全域 高齢者数 

同等地区※2 
後期高齢者数
同等地区※3 配置５の場合 配置４の場合 

職員当たりの人数（１か月） 17.6 22.1 
 

40.8 32.5 36.8 ピーク時 ※１ 23.4 
◆ケアプラン数（請求数） 

地区の別 足助地区 豊田市全域 高齢者数 
同等地区※2 

後期高齢者数
同等地区※3 配置５の場合 配置４の場合 

職員あたりの件数(１か月) 33.0 41.3 
 

34.2 28.2 26.0 ピーク時 ※１  43.7 
 

 

  足助地区では、相談人数は他地区よりも少なく、ケアプラン数は他地区よりも多い。 
  ケアプラン作成業務を主とする、居宅介護支援事業所の職員１人あたりプラン数上限（利

用者全員が要支援者の場合は１３２件）と比較すると、足助地区では１/３程度となり、  
総合相談の状況とあわせても減員に対応できると考えられる。 

 R3.10.1 R４.10.1 R５.10.1 R６.10.1 R７.10.1 
豊田市 
全 域 

100,034 100,919 101,582 102,610 103,219 
(47,620) (50,516) (53,653) (56,836) (59,073) 

足助 
地区 

3,064 3,035 3,020 3,020 2,984 
(1,621) (1,619) (1,657) (1,704) (1,730) 

旭 
地区 

1,162 1,139 1,134 1,130 1,116 
(639) (655) (667) (683) (689) 

稲武 
地区 

1,082 1,071 1,058 1,034 1,011 
(614) (599) (612) (605) (619) 

小原 
地区 

1,384 1,360 1,358 1,371 1,346 
(701) (710) (734) (777) (767) 

美里 
地区 

5,617 5,596 5,531 5,510 5,516 
(2,906) (3,065) (3,277) (3,506) (3,640) 

一時的に増加

が 発 生 す る 

ケースも 

※１ Ｒ６実績(配置４の場合)に主要相談層の後期高齢者人口の伸び率（1.06 倍）を乗じて算出 
※２ 高齢者数 2,500 人〜3,500 人程度の地区の状況 
※３ 後期高齢者数 1,500 人〜2,500 人程度の地区の状況 
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